
マ
ン
シ

ョ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
集
合
住
宅
居
住
者
が
増
え

て
い
ま
す
。
築
数
十
年
と
い
う

マ
ン
シ

ョ
ン
も
増
え
る
な

か
、
維
持
・
管
理
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。
集
合
住
宅

維
持
管
理
機
構
理
事
長
で
大
阪
市
立
大
学
名
誉
教
授
の
梶
浦

恒
男
さ
ん
が
、
「

マ
ン
シ

ョ
ン
管
理
50
年
を
振
り
返
る
」
と

題
し
て
東
京
都
内
で
辞
演
し
た
内
容
か
ら
紹
介
し
ま
す
。

梶浦さん

素
人
の
管
理
阻
合
で
は

管
理

が

う
ま

く

い
か

ず
、
や
が
て
ス
ラ
ム
化

す

る
。
「
パ

パ
」

を

つ

か
ま
さ
れ
な
い
う
ち
に

逃
げ
出
す
の
が
い
い
と

い
う
説
で
す
。

監彪財

日
本
に
区
分
所
有
型
マ
ン
シ

ョ
ン
の
前
身
が
登
場
し
た
の
は

50
年
前
で
す
。
住
宅
協
会
が
建

て
た
長
期
積
立
分
譲
ア
パ
ー
ト

で
す
。

80
年
代
初
め
の
こ
ろ
、
「
マ

ン

シ

ョ
ン

ス

ラ

ム
化

論

」
「

パ

パ
抜
き
論
」
が
あ
り
ま
し
た
。

管

理

し

だ

い

で

質
に
大
き
な
違

い

と
こ
ろ
が
、
当
時
作
ら
れ
た

マ
ン
シ

ョ
ン
の

そ
の

後
を

調
べ

管
理
組
合

の
連
絡
協
議
会
な
ど

社
会
的
支
援
も
大
き
な
力
に

三：
r ＝

都

頑彪

新築から築30年を超えるマ ンションまでさまざまです

て
み
る

と
、
む

し
ろ

マ
ン

シ

ョ

ン
は
高
い
水
準
の
管
理
を
生
み

出
し
ま
し
た
。
管
理
阻
合
に
は

自
治
能
力
が
あ

っ
た
の
で
す
。

ま
た
管
理
会
社
や
行
政
の
相
談

窓
口
、
管
理
棍
合
の
連
絡
協
議

会
な
ど
が
つ
く
ら
れ
、
管
理
阻

合
や
居
住
者

へ
の
社
会
的
サ
ポ

ー
ト
シ
ス
テ
ム
が
作
ら
れ
て
き

た
こ
と
も
理
由
と
し
て
考
え
ら

れ
ま
す
。

マ
ン
シ

ョ
ン
は

、
管
理

し
だ

い
で
居
住
ス
ペ
ー
ス
の
質
に
大

き
な
違
い
を
生
み
出
し
ま
す
。

10
年
、
20
年
ど
こ
ろ
で
は
な
い

寿
命
の
善
が
で
ま
す
。
住
民
が

管
理
に
積
極
的
に
か
か
わ

っ
た

と
こ
ろ
は
、
50
庄
丁た

っ
て
も
と

て
も
き
れ
い
な
状
態
に
な

っ
て

い
ま
す
。
住
民
の
共
同
の
力
、

自
治
能
力
は
捨
て
た
も
の
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
が
得
ら
れ
た

結
論
で
す
。

い
ま

、

マ
ン

シ

ョ
ン
を

取
り

巻
く

状
況
が
変

化
し

て
い
ま

す
。
人
口
が
減
り
、
世
帯
数
が

減
り
、
高
齢
化
が
進
ん
で
い
ま

す

。

マ

ン

シ

ョ
ン

も

同

様

で

す
。
建

物

の

経

年
増
（
老

朽

化
）
も
進
ん
で
い
ま
す
。
日
本

全
体
を
見
ま
す
と
、
2
0
1
5

年
に
は
、
単
身
世
帯
と
夫
婦
の

み
の
世
帯
が
過
半
数
を
占
め
ま

す
。
住
宅
が
余

っ
て
き
ま
す
。

新
建
設
が
減
少
し
ま
す
。

こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
新
建
設

中
心
で
な
く
、
既
存
の
住
宅
に

手
を
加
え
て
い
く
と
い
う
住
宅

改
善
が
増
え
、
建
設
業
の
仕
事

内
容
が
変
化
し
ま
す
。
「
す

で

に
人
が
住
ん
で
い
る
」
「
建
物

が
あ
る
」
と
い
う
条
件
で
の
仕

事
に
な
り
ま
す
。
「
地
域
と

の

結
び
つ
き
が
強
ま
る
」
と
い
う

特
徴
も
出
て
き
ま
す
。

地
域
交
流
活
動
を

こ
れ
ま
で
以
上
に

日本のマンシ ョン管理50年（梶浦さん作成）

★最初の10年 （57～66年）
＝区分所有型マンションの登場

・ 1957年 長期債立分譲（所有権留保方式、

住宅協会一後の住宅供給公社が建
設）アパー ト供給

区分所有法成立
（ 67～76年）＝管理問題の顕在化

分譲住宅管：哩取合連合協萬会（初フめ
て‾の管理棍合∋垂絡阻織、現・N P O 日

住協）できる
（ 77～86年）

・62年
★第 2 期

・．69年

★第 3 期

＝施策の始まり、組合運動の高揚
・ 79年 初めての建設省通達（管理の適正

化）、高層住宅管理業協会の設立

・82年 標蔓準管理規約、標準管理重罰空契約書
の作成

・83年 区分所有幸宏の改正
・85年 マンシ ョン管理セ ンター設立

・96年 全国マンシ ョン管理j阻合連合会設立
★第 4 期 （87～96年）

＝新 しい問至琵、多様な問題の発生
・92年 マンシ ョン学会設立

・95年 阪神淡路大震災
★第 5 期（97′、07年）＝「本格的」施策の登場

・97年 標準管理規約改正、区分所有管理士
制度
・00年 マンシ ョン管理適正化

法（マ ンシ ョン管理士、

管理業登録制度）、自治
体に窓口

・ 01年 国土交通省にマンシ ョ

ン管理対策室
・02年 マンシ ョン建替え円滑

イヒ法

・ 03年 区分所有法改正
・ 04年 標準管理規約改正

こ

れ

か

ら

の

マ

ン

シ

ョ
ン

は
、
居
住
者
サ
イ
ド
に
立

っ
て

シ
ス
テ
ム
を
充
実
さ
せ
て
い
く

の
が
大
き
な
流
れ
で
す
。
自
治

体
施
策
を
消
費
者
保
護
の
立
場

か
ら
充
実
さ
せ
る
こ
と
が
大
事

で
す
。

個

々

の

マ
ン
シ

ョ
ン

で
は
、

ハ
ー
ド
の
面
で
は
補
修
や
改
善

を
お
ろ
そ
か
に
し
な
い
で
し

っ

か
り
行
う
こ
と
で
す
。
特
に
構

造
部
分
の
劣
化
を
招
か
な
い
よ

う
に
気
を
付
け
る
こ
と
で
す
。

ソ
フ
ト
面
で
は
、
地
域

コ
ミ

ュ
l
二
テ
ィ
ー
活
動
を
こ
れ
ま
で

以
上
に
重
視
し
育
て
て
い
く
。

地
域
と
の
交
流
を
望
ま
な
い
の

も
住
み
方
の

一
つ
だ
ろ
う
と
は

思
い
ま
す
。
し
か
し
、

マ
ン
シ

ョ
ン
内
と
周
辺
地
域
の
両
方
に

気
を
配

っ
て
共
同
生
活
を
向
上

・
充
実
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
、

ま
す
ま
す
重
要
に
な

っ
て
く
る

と
患
い
ま
す
。

踵


